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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 42(オ)555   原審裁判所名 札幌高等裁判所 

事件名 建物明渡請求 原審事件番号 昭和 40(ネ)287 

裁判年月日 昭和 43 年 6 月 21 日 原審裁判年月日 昭和 42 年 1 月 31 日 

法廷名 最高裁判所第二小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 集民 第 91 号 427 頁   

 

判示事項 私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出された場合と右

私文書の真正な成立の推定 

裁判要旨 私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出されたことが認

められたときは、反証のないかぎり、右印影は、右作成名義人の意思に基づい

て顕出されたものと推定され、右私文書は、真正に成立したものと推定される。 

 

全 文 

主    文 

  本件上告を棄却する。 

  上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人岸田昌洋の上告理由第一点について。 

 私文書の作成名義人の印影が右名義人の印章によつて顕出されたことが認められたとき

は、反証のないかぎり、右印影は、右名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定されるか

ら、右私文書は、民訴法三二六条によつて真正に成立したものと推定するのを相当とする。こ

れを本件についてみるに、成立に争のない甲第一号証の四（印鑑証明書）中の上告人の印影と

同号証の三（委任状）中の上告人の印影とが同一であることは、両書証を対比すれば明白であ

るから、右同号証の三中の印影は、上告人の印章によつて顕出されたものと認められ、従つ

て、反証のないかぎり、右同号証の三中の印影は、上告人の意思に基づいて顕出されたものと

推定されるところ、原審は右推定に反する第一、二審における上告人本人の供述部分は措信し

ないのであるから、右同号証の三は、真正に成立したものと推定されるべきである。されば、

原判決が甲第一号証の四の上告人の印鑑と対照して同号証の三が真正に成立したものと判示

したのは、首肯するに足りる。従つて、右判示には所論の違法はない。 

 同第二点について。 

 原判決の趣旨とするところは、上告人は昭和三七年三月三一日以前に訴外Ｄに対し本件建

物の売買契約についての代理権を授与し、右訴外人は、右授権に基づいて、上告人の代理人と

して、同日、訴外Ｅとの間に本件建物の売買契約を締結した、というにあり、右事実認定は、

これに対応する挙示の証拠によつて肯認することができる。また、所論の上告人本人尋問の結

果は、原判決の判示から明らかなように原審の措信しないところである。所論は、原審の適法

にした事実認定及び証拠の取捨、判断を非難するものであつて、採るを得ない。 

 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決

する。 

（裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 
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裁判官 色川幸太郎） 

 

 

※参考：判例タイムズ 224 号 142 頁、判例時報 526 号 55 頁 


